
アスベスト（石綿）事前調査フロー図

事前調査の要否

スタート

工事対象部位の着工日確認
2006 (H18) 年 9月1日以降か （①～④の工作物は以下の日付以降か）
①非鉄金属製造業のガスケット  ： 2007 (H19)年10月1日以降
②鉄鋼業のｶﾞｽｹｯﾄ又はｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ ： 2009 (H21)年 4月1日以降
③化学工業のグランドパッキン  ： 2011 (H23)年 3月1日以降
④化学工業のガスケット  ： 2012 (H24)年 3月1日以降

書面調査①

事前調査

事前調査
結果報告

極めて軽微な作業等※

現地で目視調査（図面、ボード裏面表示等）
建材等の種類を特定、データベースやメーカー資料で
石綿の有無を確認

現地調査②

試料採取・分析
※分析は別途資格必要

事前調査完了

事前調査結果報告書作成

行政に報告

報告対象の工事
（解体） 面積 80 ㎡以上

（改修･リフォーム） 請負 100万以上

不要

石綿あり
石綿あり
（みなし）

石綿なし

発注者に説明

調査結果を発注者に
説明、記録

行政報告 不要
石綿システムに報告

⇒石綿あり / あり(みなし) / なし

<資格>建築物：石綿含有建材調査者 等
 工作物：工作物石綿事前調査者 等

解体・改修（リフォーム）等工事すべてが対象（建築物・工作物）

以降以前

報告対象 報告対象 でない 「石綿あり、みなし」で
工事する場合、現場には

石綿作業主任者が必要

判断不可
石綿の有無 不明



石綿（アスベスト）事前調査が不要な場合 ＝極めて軽微な作業等※

（※徹底マニュアルから）

■作業内容

⬧ 除去等を行う材料が、
木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの
畳、電球等で石綿等が含まれていないことが明らかなもの

で、除去又は取り外しの作業時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
（例）取付金具の取り外し等

⬧ 材料に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
（例）釘抜き、釘打ち等

※電動工具を用いて壁面に穴を開ける作業は除く

⬧ 既存の材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
（例）既存の仕上塗材や下地調整材の除去を伴わない外壁塗装等

⬧ 国交省等で石綿が使用されていないことを確認している工作物の解体・改修工事
※「石綿障害予防規則の解説について」の第３条(事前調査及び分析調査)参照
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